
第８次総合計画・後期基本計画策定に関する意見公募の結果 

 

■意見公募の概要 

１ 募集期間 平成２５年５月２９日（木）～６月２８日（金） 

２ 受付方法 郵送、ファックス、電子申請 （氏名、住所、意見を明記） 

３ 周知方法 広報やまと（5/15号）、市ホームページ（5/29～6/28） 

４ 資  料 第８次総合計画・後期基本計画骨子案 

５ 閲覧方法 文書閲覧（市役所１階情報公開コーナー、市役所３階総合政策課、 

渋谷分室、各連絡所、各学習センター、各コミュニティセンター、 

図書館） 

       市ホームページ 

 

■意見提出者数及び意見件数 

 ２人、２件 

 

■意見の概要と市の考え方 

 意見の概要 市の考え方 

１ 

後期基本計画（案）では、

本市にとって重要な課題であ

る桜ヶ丘地区の街づくりに関

する記述が全くない。 

県道丸子中山茅ヶ崎線の拡

幅と小田急線との立体交差化

を踏まえた安心で快適な街づ

くりを行い、地区内道路の利

便性向上につながる整備を図

ることを記述して欲しい。 

総合計画におけるまちづくりの方向性に関して

は、平成２１年３月に議決を経て策定した基本構想

で「３つのまち」と、それぞれの拠点について記載

しています。基本計画においては、この基本構想に

掲げる大きな考え方を受け、３つの拠点について取

り組み方針を記載しています。 

この度、策定を進めている基本計画は、施策の推

進にあたって全市的な方向性を示す計画であり、地

区別計画の性格を有するものではないため、桜ヶ丘

地区を含め他の地域のまちづくりについて記述す

る予定はありません。それぞれの地域に係るまちづ

くりについては、個別計画である都市計画マスター

プランにおいて方向性を示しており、今後も地域の

方々による活動への支援を通して、まちづくりの推

進を図っていきます。 

なお、県道丸子中山茅ヶ崎線の整備については、

事業主体である県へさらなる事業の推進を働きか

けることに加え、交通の円滑化や安全性の確保に向

けた市道との交差点の改良を、具体的な活動を示す

主な取り組みの中に記述していきます。 

２ 

後期基本計画（案）では、

県道丸子中山茅ヶ崎線の整備

に関する記述が一切ない。 

地域住民と真摯な態度で向

き合い問題解決にむけ行動す

ることとし、現在策定中の後

期基本計画に最重要課題とし

て明記し市民に態度を示すべ

きと思う。 

 


